
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
一
日

（
第
九
〇
四
三
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 51 号

平成 15 年

7 月 1 日（火曜日）

一

公
　
　
告

○
平
成
十
五
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

一

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
計
量
検
定
所
）

二

○
肥
料
の
登
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

三

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

公
安
委
員
会
公
告

○
警
備
業
法
に
規
定
す
る
検
定
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
平
成
十
五
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に

に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
）
及
び
同
第
五
十
一
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
）
の
一
部
訂
正

五

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
試
験
期
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
（
日
曜
日
）

二
　
試
験
場
所

高
松
市
亀
岡
町
一
番
一
○
号
　
英
明
高
等
学
校

三
　
受
験
資
格

介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
者

四
　
試
験
科
目

介
護
支
援
分
野
及
び
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
関
す
る
問
題

た
だ
し
、
省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
定
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
医

療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
当
該
専
門
に
係
る
事
項
の
問
題
の
解
答
を
免
除
す
る
。

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
受
験
申
込
書
（
以
下
「
受
験
申
込
書
」
と
い
う
。
）

実
務
経
験
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

写
真
（
申
込
前
六
月
以
内
に
無
帽
正
面
向
き
で
上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
及
び
受
験
申
込
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も

の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
は
り
付
け
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

解
答
免
除
対
象
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
に
係
る
免
許
等
の
写
し

２
　
受
付
期
間

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
受
付
時
間

は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

３
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
○
―
八
五
七
○

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
○
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課

六
　
受
験
手
数
料
及
び
納
付
方
法

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
一
日

（
第
九
〇
四
三
号
）

二

七
、
○
○
○
円

受
験
手
数
料
は
、
七
、
○
○
○
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
申
込
書
に
は
り
付
け
て
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
証
紙
に
消
印
は
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ

り
受
験
申
込
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額
面
七
、
○
○
○
円
の
郵
便
為
替
を

同
封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
合
格
者
の
発
表

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関
前
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
合
格
証
書

を
交
付
す
る
。

な
お
、
合
格
発
表
日
は
、
試
験
当
日
に
試
験
会
場
に
お
い
て
周
知
す
る
。

八
　
そ
の
他

１
　
受
験
申
込
書
等
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
、
東
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
東
讃
保
健

福
祉
事
務
所
、
小
豆
総
合
事
務
所
、
中
讃
保
健
所
、
中
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
中
讃
福
祉
事
務
所
及
び

西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場

合
は
、
受
験
申
込
書
等
の
送
付
を
郵
便
に
よ
り
行
う
の
で
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
二
四
○
円
切
手
を

は
っ
た
角
型
二
号
（
縦
三
三
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
○
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
の
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
へ
送
付
す
る
こ
と
。

２
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
保
険
者
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電

話
番
号
○
八
七
―
八
三
二
―
三
二
七
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二
　
定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

別
表
の
と
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
　
分
　
寺
　
町

飯
　
　
山
　
　
町

宇
　
多
　
津
　
町

綾
歌
郡
全
域

（
再
検
査
）

９
月
19日（

金
）

９
月
25日（

木
）

９
月
26日（

金
）

９
月
29日（

月
）

９
月
30日（

火
）

10月
1
日（
水
）

10月
2
日（
木
）

10月
6
日（
月
）

10月
14日（

火
）

10：
00～
14：
30

10：
00～
14：
00

10：
00～
14：
30

10：
00～
11：
30

13：
00～
14：
30

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
12：
00

綾
上
町
立
山
田
公
民
館

綾
歌
町
岡
田
農
村
研
修
セ
ン
タ
ー

綾
歌
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

綾
南
町
立
羽
床
公
民
館

綾
南
町
昭
和
公
民
館

綾
南
町
立
陶
公
民
館

綾
南
町
立
滝
宮
公
民
館

国
分
寺
町
役
場

飯
山
町
役
場

宇
多
津
町
町
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
館

宇
多
津
町
町
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
館

検
　
査
　
区
　
域

別
表

検
　
　
査
　
　
日
　
　
時

検
　
　
査
　
　
場
　
　
所

綾
　
　
上
　
　
町

綾
　
　
歌
　
　
町

綾
　
　
南
　
　
町

９
月
18日（

木
）
10：
00～
11：
30

13：
00～
14：
30

綾
上
町
立
枌
所
公
民
館

綾
上
町
立
羽
床
上
公
民
館



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
一
日

（
第
九
〇
四
三
号
）

三

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
三
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
を
登
録
し

た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

平
成
十
五
　
香
川
県
　
　
蒸
製
毛
粉
　
フ
ェ
ザ
ー
ミ
　
窒
素
全
量
　
　
該
当
な
し
　
讃
佑
化
成
企
業

年
六
月
十
　
第
七
三
三
　
　
　
　
　
　
ー
ル
　
　
　
　
　
一
三
・
〇
　
　
　
　
　
　
組
合
　
　
　
　

三
日
　
　
　
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
高
松
市

西
山
崎
町
一
五

二
番
地

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
地
区
名
　
　
　

工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

高
松
市
十
河
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
旦
原
地
区
　
　
　
平
成
一
五
、
三
、
三
一

改
良
区

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
五
号

高
松
市
よ
り
香
川
中
央
都
市
計
画
地
区
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
江
尻
町
字
北
新
開
一
二
六
七
―
六
、
一
二
六
八
―
五
、
一
二
七
〇
―
一
、
一
二
七
一
―
二
、

一
二
七
二
―
四
、
一
二
七
三
―
四
及
び
一
二
七
四
―
七

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町
九
番
一
号

株
式
会
社
　
ロ
ー
ソ
ン

代
表
取
締
役
　
新
浪
　
剛

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
柞
原
町
字
上
所
二
五
一
―
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
土
器
町
西
八
丁
目
四
四
八
番
地
二

（
グ
ラ
ン
ヴ
ェ
ル
琴
姫
香
一
〇
五
号
）

奥
田
　
儀
規

奥
田
　
以
積

●
香
川
県
公
安
委
員
会
公
告
第
五
十
三
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す

公
安
委
員
会
公
告

登
録
年
月

日

登
録
番
号

肥
料
の
種

類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

（
％
）

そ
の
他
の

規
格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所
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四
三
号
）

四

る
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
伊
　
　
東
　
　
弘
　
　
敦

一
　
実
施
期
日
及
び
実
施
場
所

実

施

期

日
　
平
成
十
五
年
十
月
一
日
（
水
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

実

施

場

所
　
高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
三
八
　
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二
　
種
別
及
び
方
法

種
　
　
　
　
別
　
交
通
誘
導
警
備
（
二
級
）

方
　
　
　
　
法
　
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
る
。

三
　
受
検
定
員
及
び
受
検
対
象
者

受

検

定

員
　
四
十
名

受
検
対
象
者
　
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
県
外

に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二
　
検
定
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
検
定
の

合
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な

い
者

四
　
受
検
申
込
み
及
び
受
検
申
請
手
続

１
　
受
検
申
込
み

受
検
申
込
期
間
　
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜

日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
に
定
め
る
国
民
の
祝
日
を
除
く
。
）

受
検
申
込
先
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
検
申
込
者
」
と
い
う
。）
の
住
所

及
び
申
込
方
法
　
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
警
察
署
）
の
警
備
業
担
当
課
に
受
検
申
込
者
が
直
接
申
し
込

む
こ
と
。

受
検
申
請
者
の
　
受
検
申
込
者
の
数
が
受
検
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
受
検
申
込
期
間
終
了
後
、

決
　
定
　
等
　
抽
選
に
よ
り
受
検
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
受
検
申
請
者
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
抽
選
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

受
検
申
請
者
に
は
通
知
を
行
う
の
で
、
受
検
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

２
　
受
検
申
請
手
続

受
検
申
請
期
間
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜

日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

検
定
申
請
書
の
　
受
検
申
込
み
を
し
た
警
察
署
の
警
備
業
担
当
課
に
受
検
申
請
者
が
申
請
に
必

提
出
先
及
び
　
要
な
書
類
を
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

提

出

方

法

申
請
に
必
要
な
　
一
　
検
定
申
請
書
　
正
副
二
通

書
　
　
　
　
類
　
二
　
添
付
書
類

１
　
履
歴
書
及
び
住
民
票
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
）

の
写
し
　
各
一
通

２
　
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
警
備
員
所
属
証
明
書
　
一
通

３
　
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
登

記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。

一
通

４
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
又
は

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
市
町

村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
　
一
通

５
　
法
第
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
医

師
の
診
断
書
　
一
通

６
　
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
及
び
検
定
規
則
第

十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
検
定
の
合
格
を
取

り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
　
一
通

７
　
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の
）

二
葉
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五

五
　
検
定
手
数
料

検
定
手
数
料
（
二
二
、
〇
〇
〇
円
）
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
の
検
定
当
日
の
受
付
の
際
に
、
香

川
県
証
紙
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

六
　
受
験
票
の
交
付

検
定
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
受
検
欠
格
に
該
当
し
な
い
受
検
申
請
者
に
対
し
て
、
検
定
申
請
書
を

提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
験
票
を
交
付
す
る
。

七
　
そ
の
他

１
　
受
検
申
請
者
は
、
検
定
当
日
の
午
前
九
時
ま
で
に
受
験
票
を
係
員
に
示
し
て
受
付
を
終
え
る
こ
と
。

２
　
受
検
に
際
し
て
は
、
筆
記
用
具
及
び
ひ
も
付
き
警
笛
を
持
参
す
る
こ
と
。

３
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
警
備
業
担
当
（
電

話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
　
内
線
　
三
〇
三
四
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

平
成
十
五
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
）
及
び
平
成
十
五
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定

に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
）
の
一
部
を
次
の
通
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

表
中
「
藪
内
伊
佐
子
を
励
ま
す
会
」
を
「
籔
内
伊
佐
子
を
励
ま
す
会
」
に
、
「
藪
内
伊
佐
子
」
を
「
籔

内
伊
佐
子
」
に
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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